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■ 市の概況                       
 

１ 位置・地勢 

本市は、九州の西、長崎県の北西端に位置し、平戸島、生月島、大島、度島、高島の有

人島及び九州本土北西部の沿岸部に位置する田平と周辺の多数の島々で構成されています。 

平戸島は、田平と平戸大橋により、生月島は、平戸島と生月大橋で結ばれていますが、

大島、度島、高島は離島であり、交通手段は船舶のみです。 

面積は、235.12 ㎢で、山は、安満岳の 530.0ｍが最も高く、河川は、総じて短小です。

平坦地は少なく、起伏の多い地形で、海岸線は各所に岬が突出し、断崖などの自然景観が

美しく、川内峠や塩俵断崖など本市の約 20％が西海国立公園に指定されています。 

また、入り組んだ海岸線で湾が多く、地方港湾は平戸港をはじめ６港、56条港湾※１が紐

差港をはじめ７港、漁港は大小 26 港にも及んでおり、日本有数の漁港数を有しています。 

気候は、周囲のほとんどが海に囲まれており、対馬暖流と季節風の影響を受け、海洋性

の温暖な気候で、通年の平均気温は 16～17℃、年間平均降水量は 2,000㎜前後です。 

（※１ 港湾法第 56条により都道府県知事が水域を定め公告した港湾） 

 

 

２ 沿 革 

本市の歴史は古く、約９万年前の日本最古級といわれる中期旧石器類が発見された入口

遺跡や、長崎県本土では数少ない大和政権とのつながりを示す前方後円墳が２基残ってい

るなど、古い時代から人の営みがあったことがうかがえます。 

また、古代から開かれた古都であり、飛鳥時代、白鳳時代には遣隋使、遣唐使の寄港地

として知られ、平安時代には、空海や栄西なども立ち寄りました。大航海時代には、アジ

アやヨーロッパなど大陸交流の玄関口として栄え、16 世紀には、ポルトガル船が来航し、

17 世紀前半には、オランダやイギリスの商館が設置されるなど、南蛮・紅毛文化やキリス

ト教伝来の発祥地として繁栄を極め、開かれた国際都市「西の都」として日本の近世、近

代を切り開く礎となりました。 

江戸時代後期には、益冨組、井元氏鯨組など西海捕鯨の中心地として栄え、特に益冨組

は日本一の規模を誇っており、その遺跡も残っています。 

明治４年の廃藩置県後、本市の各地区は市制、町村制施行等によりそれぞれ変遷を重ね、

明治 22 年に大島村、昭和 15 年に生月町、昭和 29 年に田平町、昭和 30 年に平戸市が発足

し１市２町１村となり、その後、平成 17 年 10 月１日に市町村合併を行い、新しい『平戸

市』が誕生しました。 
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（令和８年４月１日現在） 

 

  

区 分 事 項 

市制施行 
平成 17年 10月１日 

１市２町１村が合併（平戸市、生月町、田平町、大島村） 

人  口 
26,892 人 

（男：12,889 人  女：14,003人） 

世 帯 数 13,385世帯 

面 積 235.12ｋ㎡ 

高齢化率 43.73％ 
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■平戸市の財政状況（令和８年度 当初予算）            

○一般会計                            （単位：千円、％） 

歳 入 歳 出 

科 目 予算額 構成比 科 目 予算額 構成比 

市       税 2,941,011 11.2% 議  会  費 180,146 0.7% 

地 方 譲 与 税 221,000 0.8% 総  務  費 4,155,460 15.8% 

利 子 割 交 付 金 2,200 0.0% 民  生  費 7,538,878 28.7% 

配 当 割 交 付 金 16,200 0.1% 衛  生  費 2,673,246 10.2% 

株式等譲渡所得割交付金 24,000 0.1% 労  働  費 12,220 0.1% 

法人事業税交付金 49,300 0.2% 農林水産業費 1,501,138 5.7% 

地方消費税交付金 807,200 3.1% 商  工  費 703,205 2.7% 

地 方 特 例 交 付 金 43,800 0.2% 土  木  費 2,190,266 8.4% 

地 方 交 付 税 10,300,000 39.3% 消  防  費 1,452,617 5.5% 

交通安全対策交付金 2,600 0.0% 教  育  費 2,138,423 8.2% 

分担金及び負担金 26,549 0.1% 災害復旧費 432,427 1.7% 

使用料及び手数料 293,711 1.1% 公  債  費 3,169,095 12.1% 

国 庫 支 出 金 3,574,259 13.6% 諸 支 出 金 58,879 0.2% 

県 支 出 金 2,006,965 7.6% 予  備  費 30,000 0.1% 

財 産 収 入 106,415 0.4%    

寄 附 金 503,200 1.9%    

繰 入 金 2,844,201 10.8%    

繰 越 金 10 0.0%    

諸 収 入 387,879 1.5%    

市       債 2,085,500 8.0%    

計 26,236,000 100.0 計 26,236,000 100.0 

 

※ 一般会計における自主財源   7,079,111 千円 ( 構成比：27.0％ ) 
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○一般会計【 歳出：性質別 】                （単位：千円、％） 

 

○特別会計                           （単位：千円） 

特 別 会 計 予算額 

国 民 健 康 保 険 4,343,700  

後 期 高 齢 者 医 療 608,125  

介 護 保 険 4,566,130  

農 業 集 落 排 水 事 業 14,770  

あづち大島いさりびの里事業 36,000  

駐 車 場 事 業 6,472  

工 業 団 地 事 業 436,730  

計   10,011,927  

 

 

 

 

歳   出  ( 性質別 ) 

 

科 目 予算額 構成比 

人  件  費 4,160,572  15.8  

物  件  費 3,788,367  14.4  

維 持 補 修 費 338,417  1.3  

扶  助  費 4,871,304  18.6  

補 助 費 等 3,690,916  14.1  

公  債  費 3,169,095  12.1  

積  立  金 729,684  2.8  

貸  付  金 253,467  1.0  

繰  出  金 1,374,471  5.2  

投 資 的 経 費 3,829,707  14.6  

 

普 通 建 設 (3,397,280） （13.0） 

 

補 助 事 業 〈1,230,854〉 〈4.7〉 

単 独 事 業 〈1,907,847〉 〈7.3〉 

県工事負担金 〈258,579〉 〈1.0〉 

 

災 害 復 旧 （432,427） （1.6） 

補 助 事 業 〈400,000〉 〈1.5〉 

単 独 事 業 〈32,427〉 〈0.1〉 

予  備  費 30,000  0.1  

歳 出 合 計 26,236,000  100.0  
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○企業会計                   （単位：千円） 

企 業 会 計 予算額 

水 道 事 業 1,868,827  

病 院 事 業 2,865,464  

交 通 船 事 業 397,029  

計 5,131,320  

 

○各会計予算                   （単位：千円） 

会 計 別 予算額 構成比(％) 

一 般 会 計 26,236,000  63.4  

特 別 会 計 10,011,927  24.2  

企 業 会 計 5,131,320  12.4  

計 41,379,247  100.0  

 

 

 

■市の職員数(令和８年度)                      

                        ※（ ）は令和７年４月 1 日と比較した増減数 

区 分 定 数 現員数 区 分 定 数 現員数 

市 長 部 局 350人 
281人 

（△７） 
消 防 90 人 

87人 

（＋４） 

病 院 局 141人 
126人 

（＋７） 
交 通 船 10 人 ７人 

水 道 局 28人 
16人 

（＋１） 
農 業 委 員 会 ９人 ※兼務４人 

議 会 事 務 局 ７人 ５人 教 育 委 員 会 86 人 
35人 

（△１） 

選挙管理委員会 ２人 
※兼務１人 

（兼務△１） 
   

監 査 事 務 局 ４人 
４人 

（＋１） 
計 727 人 

561人 

（＋５） 
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■市議会の概要                       

 

（１）議 員 数 

○条例定数   18人 

 

○現 員 数  18人 

 

○選 挙 

執行日 投票率 立候補者数 

令和７年 10月 19日 75.75％ 22人 

 

○党派別議員数 

党 派 自民党 日本共産党 無所属 計 

議員数 １人 １人 16人 18人 

 

○会派別議員数 

会派名 人 員 

市 民 の 会 １人 

新 時 代 ４人 

新 蒼 会 ３人 

新 波 ク ラ ブ ３人 

政 和 会 ３人 

是 非 の 会 ３人 

日 本 共 産 党 １人 

 

○当選回数別議員数 

回 数 １回 ２回 ３回 ４回 ６回 

議員数 ４人 ４人 ４人 ２人 ４人 

 

○年齢別議員数 

年 齢 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳代 計 

議員数 ０人 １人 ３人 ９人 ５人 18人 

※平均年齢：62.9歳  ※最年少議員：40歳  ※最年長議員：76歳 
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（２）報酬：議員及び三役 

 

（３）報酬：その他の委員 

区  分 内 容 

代 表 監 査 委 員 

月 額 

156,000  円 

選 挙 管 理 委 員 会 委 員 長 22,000  円 

農 業 委 員 会 会 長 38,500  円 

教 育 委 員 会 委 員 38,000  円 

固定資産評価審査委員会委員長 

日 額 

5,000  円 

選 挙 長 12,200  円 

投 票 管 理 者 14,500  円 

開 票 管 理 者 12,200  円 

投 票 立 会 人 12,400  円 

開 票 立 会 人 10,100  円 

そ の 他 の 委 員 5,000  円 

 

（４）視察旅費等 

区 分 内 容 

常 任 委 員 会 １人 130,000円 

議会運営委員会 １人 130,000円 

特 別 委 員 会 随 時 

政 務 活 動 費 １人 120,000円（年額） ※Ｐ14に政務活動費使途基準あり 

費 用 弁 償 

原則として、平戸市長、副市長及び教育長の給与及び旅費に関す

る条例及び平戸市職員旅費支給条例に準ずる額を上限に実費支

給。 

 

役 職 報酬額 備 考 

議  長 415,000円 ――― 

副 議 長 347,000円 ――― 

委 員 長 ―――― ――― 

議  員 326,000円 ――― 

市  長 809,000円 ――― 

副 市 長 664,000円 ――― 

教 育 長 594,000円 ――― 
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（５）旅費額の基準 

 

 

（６）期末手当 

６月･12月支給割合 100 分の 175 

加 算 割 合 100 分の 15 

※令和８年４月１日現在 

 

 

（７）委員会構成：常任委員会 

委員会名 定 数 現 員 

総 務 厚 生 委 員 会 ９人 ８人 

産業建設文教委員会 ９人 ９人 

※議長はその職務上、総務厚生委員会に所属したあと辞任する。 

 

 

（８）委員会構成：特別委員会 

委員会名 所管事項 委員数 

議 会 広 報 議会報の発行およびその調査研究に関する事項 ７人 

議 会 改 革 
議会の政策形成機能の向上およびその調査研究

に関する事項 
12 人 

 

 

（９）委員会構成：議会運営委員会 

委員数 構 成 

５人 

定数は、会派所属議員数をもって定める。 

所属議員数 ３人～５人までの会派  １人 

      ６人～10人までの会派  ２人 

      11人以上の会派     ３人 

 

（10）任 期 

議     長 

副 議 長 

議     員 

一 般 職 員 

原則として、平戸市長、副市長及び教育長の給与及び旅費に

関する条例及び平戸市職員旅費支給条例に準ずる額を上限

に実費支給。 

正・副議長 申し合わせにより２年 

常 任 委 員 条例により２年 
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（11）議会運営委員会 

 

 

（12）議会運営 

区 分 内 容 

【一 般 質 問】 

通 告 期 限 
議会運営委員会開催日前日（休日は含まない）の午後５時 

発 言 順 序 議会運営委員会で決定（くじによる） 

人数及び日数 通常１日４人 ２日～４日間 

質 問 の 制 限 
答弁を含め１人 60分以内 

回数制限なし、H28.３月より質問席を設けた。 

【議 案 質 疑】 

質 疑 の 制 限 

議題外の問題には触れないこと。自己の所属する委員会の所管

事項についての質疑は遠慮する。意見、要望等は避け、できる

限り大綱的に行うとともに、回数は３回程度とし、細部にわた

っては委員会に一任する。 

質 疑 の 実 態 

意見、要望等は避け大綱的質疑にとどめて細部は委員会に一任

するように申し合わせているが、細部にわたる質疑がみられ、

意見、要望にわたるものがある。 

【委 員 会】 

審 査 日 程 

２日間程度 

原則として１日１委員会 

【討 論】 

通 告 期 限 
討論を行う会議２日前（休日は含まない）の正午まで 

会議録・委員会記録 
本会議：業者へ委託 

委員会：職員で要点のみ記録 

 

（13）予算・決算の審査 

 

 

区 分 内 容 

委 員 外 議 員 の 出 席 正・副議長は、委員外議員として出席要請する。 

代 理 出 席 
委員に事故あるときは、同会派からの代理出席を認めてい

るが、その場合も委員長から出席要請をしている。 

視 察 研 修 へ の 参 加 オブザーバー及び代理参加は認めない。 

定例会前の議運開催日 招集日の５日（休日及び週休日を含まない）前 

議 案 の 配 布 招集日の 10 日前に各委員へ配布 

区 分 内 容 

予   算 全会計の当初・補正予算ともに各常任委員会へ分割付託 

決   算 決算特別委員会を設置 
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（14）請願・陳情 

 

 

（15）本会議開催状況（令和７年） 

区 分 会 期 
本会議 

日 数 
一般質問者数 傍聴者数 

１月 臨時会 １月 29日（１日間） １ 日 ― ０人 

３月 定例会 ２月 25日～３月 19日（23 日間） ５ 日 ７人 37人 

６月 定例会 ６月９日～24日（16日間） ５ 日 10 人 ７人 

９月 定例会 ９月１日～29日（29 日間） ４ 日 ６人 ４人 

10月 臨時会 10月９日（１日間） １ 日 ― ２人 

11月 臨時会 11月 13日（１日間） １ 日 ― １人 

12月 定例会 12 月１日～17日（17日間） ６ 日 12 人 45人 

計 88日間 23日 35 人 96人 

 

  

区 分 請 願 陳 情 

締 切 日 議会運営委員会開会前日まで 議会運営委員会開会前日まで 

紹介議員数 １人以上 不要 

取 り 扱 い 所管委員会に付託 

議会で検討を要するもののみ関

係委員会で審査を行い、その結

果を報告する 
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（16）議会中継アクセス数（令和７年度）               （単位：アクセス） 

 

   

（17）会議録・議会だより  

 生中継（本会議・委員会） 録画中継（本会議のみ） 

ＰＣ 
スマートフォン 

タブレット 計 ＰＣ 
スマートフォン 

タブレット 計 

４ 月 0 0 0 70 150 220 

５ 月 0 0 0 305 90 395 

６ 月 977 1,438 2,415 721 399 1,120 

７ 月 0 0 0 311 133 444 

８ 月 0 0 0 1,044 108 1,152 

９ 月 1,709 1,775 3,484 420 271 691 

10 月 191 465 656 308 314 622 

11 月 351 466 817 204 205 409 

12 月 1,109 1,276 2,385 871 638 1,509 

１ 月 0 0 0 773 321 1,094 

２ 月 585 633 1,218 901 190 1,091 

３ 月 1,592 1,464 3,056 1,309 430 1,739 

合 計 6,514 7,517 14,031 7,237 3,249 10,486 

区 分 会 議 録 議 会 だ よ り 

仕 様 

Ａ４判 

１定例会 

約 250ページ 

Ａ４判 

定例号：64ページ 

臨時号：４ページ 

全ページフルカラー（令和元年５月１日発行号～） 

作 成 

外部委託によ

る録音テープ

反訳 

議会広報特別委員会が編集する。 

委 員 会：常任・特別委員長が作成した委員長報告を基に 

議会広報特別委員会で編集 

一般質問：質問・答弁ともに質問者が作成 

（答弁は会議録用原稿を参照し自ら作成） 

そ の 他：議会広報特別委員が作成 

発 行 
25部 

年４回 

13,300部 

定例号：年４回 

臨時号：正・副議長及び委員会構成の改選時（隔年） 
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（18）会議録検索システム 

 

 

（19）市議会ホームページ掲載およびリンク先 

 ①議員の紹介           ②常任委員会委員長報告   ③審議結果 

 ④平戸市議会議員政治倫理条例   ⑤市議会の概要       ⑥議会からのお知らせ 

 ⑦議会用語解説          ⑧行政視察         ⑨議会中継システム 

 ⑩会議録の閲覧・検索 

 

 

（20）市議会放映 

〇放映開始時期 

 ・本会議    平成 19年 12月 

 ・常任委員会  平成 27年 12月 

 

○放映方法 

・生中継（本会議・常任委員会） 

・録画【本会議のみ ※生中継終了後４日程度（土、日、祝日を除く）で視聴可】 

 

○アクセス手順 

平戸市ホームページ→平戸市議会→議会中継 

  ・平成 27年３月   議場ＬＥＤ化、カメラ・マイクシステム改修 

  ・平成 28年３月～  スマートフォン・タブレット端末での視聴に対応 

 

○市内公共施設で議会中継（生放送）が見られる箇所 

・平戸地区：６カ所 

（市役所本庁・未来創造館・ふれあいセンター・多目的研修センター・平戸市民病院・ 

度島診療所） 

・生月地区：３カ所 

（市役所生月支所・生月支所舘浦出張所・生月病院） 

・田平地区：２カ所 

（市役所田平支所・田平町中央公民館） 

・大島地区：ケーブルテレビ 

 

区 分 内 容 

運  用 
現在、庁内ＬＡＮの活用により、職員の各端末から検索できる。 

また、インターネット（市議会ホームページ）で公開している。 
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（21）議会用タブレット端末 

〇導入の目的 

電子データによる議会関係資料や他関係資料の共有、情報の伝達・共有及びペーパーレ

ス会議を実現するためのツールを導入・運用することにより、議会運営の活性化及び議

会・議員活動の効率化を図ることを目的とする。 

 

 〇タブレット端末（令和７年 11月更新・４年契約） 

タブレット端末：Apple社製「iPad Air(M3) Wi-Fi+Cellular モデル」 

・導入台数：23台 議 員 18台（13.0 インチ） 

 事務局 ５台（11.0 インチ） 

・契約方式：レンタル方式 

   ・通信事業者：株式会社ＱＴｎｅｔ 

 

 〇クラウド型ファイル共有サービス 

  東京インタープレイ株式会社製「SideBooks（サイドブックス）」 

 

〇導入経過 

・令和４年１月：タブレット端末導入 

・令和４年２月：タブレット端末運用開始 

・令和４年３月：令和４年３月定例会より端末使用開始 

 

 

（22）事務局職員体制（令和８年４月） 

  正規職員：定数７人  現員５人 

                                                    

                   総務班長 

事務局長  ―  次長 

                  議事・調査班長  ―  書記 
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※Ｐ７の政務活動費使途基準 

  

項 目 内 容 

調 査 研 究 費 
会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査

委託に関する経費 

研 修 費 
会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する

研修会の参加に要する経費 

広 報 費 
会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経

費 

広 聴 費 
会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見

の聴取、住民相談等の活動に要する経費 

要請・陳情活動費 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費 

会 議 費 
会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議

への会派としての参加に要する経費 

資 料 作 成 費 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 

資 料 購 入 費 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 
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〒859-5192 長崎県平戸市岩の上町1508番地３ 

平戸市議会事務局 

℡：0950-22-3427（直通/FAX） 

0950-22-9170（直通） 

0950-22-4111（代表） 

Mail：gikai@city.hirado.lg.jp 

 

平戸 


